
お知らせ

　
私
が
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所
に

赴
任
し
て
２
か
月
が
す
ぎ
ま
し
た
。
２

か
月
の
間
に
も
、
広
報
誌
を
読
ん
だ
と

い
う
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
、
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
江
差
に
赴
任
す
る
前
後
を
問

わ
ず
、
私
が
１
番
受
け
て
い
る
相
談
の

種
類
は
、
債
務
整
理
で
す
。
今
回
は
、

債
務
整
理
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
債
務
整
理
に
は
、
主
に
、
任
意
整
理
、

自
己
破
産
手
続
、
個
人
再
生
手
続
の
３

種
類
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
３
種
類
の
ど

の
方
法
を
採
る
と
よ
い
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
違
い
ま
す
。

借
金
の
額
、
債
権
者
の
数
、
職
業
、
収

入
、
資
産
、
保
証
人
の
有
無
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
要
素
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
３
種
類
の
方
法
の
う
ち
、
任
意
整
理

は
、
ほ
か
の
２
つ
の
手
続
と
違
っ
て
、

裁
判
所
を
利
用
し
な
い
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
り
ま
す
。
弁
護
士
が
代
理
人
と
し

て
、
各
債
権
者
と
個
別
に
支
払
額
や
支

払
方
法
を
交
渉
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
自
己
破
産
手
続
は
、
裁
判
所

を
利
用
し
、
債
務
者
の
財
産
を
清
算
し

て
債
権
者
に
配
当
す
る
手
続
で
す
。
最

終
的
に
は
、
裁
判
所
に
免
責
を
許
可
し

て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
民
事
再
生
手
続
は
、
債
権

者
に
返
済
は
続
け
る
も
の
の
、
負
債
総

額
を
減
ら
す
手
続
で
す
。
自
己
破
産
手

続
と
違
い
、
住
宅
な
ど
の
資
産
を
処
分

す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
特

色
が
あ
り
ま
す
。

　
借
金
に
は
多
く
の
場
合
、
利
息
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
返
す
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
借
金
は
増
え
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
債
務
整
理
は
、
今

後
の
生
活
を
立
て
直
す
た
め
に
有
効
な

も
の
で
す
。
最
終
的
に
弁
護
士
が
介
入

し
て
債
務
整
理
を
す
る
か
ど
う
か
決
め

る
の
は
ご
相
談
者
の
方
自
身
で
す
の
で
、

借
金
に
お
困
り
の
方
は
、
ま
ず
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

ご
相
談
の
ご
予
約
は

０
５
０
・
３
３
８
３
・
５
５
６
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ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
法
テ
ラ
ス
江
差
　
弁
護
士
　
柿
谷
佐
保
子
）

〜
「
法
テ
ラ
ス
」
に
つ
い
て
〜

（第107号）

外来診療体制・３月の診療予定
整 形 外 科 午前　月曜日から金曜日(午前11時までの受付）

循環器内科 午前　月曜日から金曜日
午後　月曜日と金曜日

消化器内科

午前　10時まで受付　５日･１９日（再診受付完全予約制）
午前　11時まで受付　１１日・２５日（再診受付完全予約制）
午前　11時30分まで受付　毎週金曜日（再診のみ）
午後　毎週水曜日と４日・１８日

呼吸器内科 午前　金曜日
午後　木曜日

総 合 診 療
（ 内 科 ）

午前　月曜日から木曜日（初診受付11時まで）
　　　（なお、月曜日は午前10時から診療）

総合診療（外科） 午前　火曜日から木曜日

外 科 午前　８日・２２日

小 児 科 午前　月曜日から金曜日

泌 尿 器 科 午前　月曜日から金曜日
午後　水曜日

精 神 科 午前　月曜日から金曜日（初診は完全予約制）

産 婦 人 科 午前　月曜日から金曜日

耳鼻咽喉科
午前　５日･６日･１３日･１４日･１９日･２０日･２７日･２８日
　　　（初診受付11時までにお願いします）
午後　１３日･２７日

眼 科

午前　７日･２８日
　　　（予約以外の方は10時までに受付）
午後　６日･１３日･２７日
　　　※コンタクトレンズを希望する患者様へ
　　　当院で以前調整した患者様にのみ対応いたします。

皮 膚 科 午前　火曜日
神 経 内 科 　　　８日･２２日

診療日は予定であり変更になる場合もあります。
事前に病院にご確認の上、受診してください。
※診療受付時間　
午前･･･８時00分～11時30分 （初診の方は、９時00分～）
午後･･･13時00分～14時30分
予約受付時間（定期患者のみ）13時～16時

診
療
科
や
曜
日
に
よ
っ
て
担
当
医
が
変
わ
り
ま
す
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　「総合内科」は道立江差病院では初めてで、簡単にいうと
「かかりつけ医」です。「循環器内科」は心臓や腎臓のプロで、
「整形外科」は関節や骨のプロとわかりやすいですが、「総合
内科（＝かかりつけ医）」とは何のプロでしょう？僕は、“患
者さん自身”のプロだと思います。普段通院している患者さん
をみながら、いつもと違う細かな違いに気づいて病気を発見し
たり、必要があれば当院や函館の専門医に適切なタイミングで
紹介することで、スムーズにより早く治療を行えたりします。
僕も実際、いつも我慢強いはずの患者さんが、いつもと違い非
常に痛がるので、何かあるのではないかと考え、病気の早期発
見につながったこともありました。
　一方で、当院で診療していると、前の病院で良くならないか
ら来たという患者さんもいます。以前のかかりつけ医から、何
の病気と言われたかもわからず、どんな薬が出たかもわからな
い状態でいらっしゃられます。非常にもったいないと感じます。
我々医師も万能ではないので、最初に診療した患者さんが１回
でみんな良くなるわけではありません。２の手、３の手を考え
ながら診療しています。違う病院を次々に受診する人は、その
医師の１の手ばかりで、結果良くなるのに時間がかかっていま
す。「かかりつけ医」としての力を発揮できません。
　北海道全体がそうですが、道立江差病院も医師不足に悩む病
院の一つです。毎年病院の医療体制が変わって、皆さんにご迷
惑をおかけしてしまっていると思います。一方で、限りある医
療体制の中で皆さんの健康を守るためには、地域の「かかりつ
け医」を有効に活用する必要があると強く感じました。

総合診療内科医　黒田　健

みなさんのかかりつけ医は誰ですか？
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